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(8)　６．０１　(ａ）（５）【原注】　を改める (8)　６．０１　(ａ）（５）【原注】　を次のように改める 二重下線部に改正

(9)　７．０３　(ａ）（7）　の前段を改める (9)　７．０３　(ａ）（7）　の前段を次のように改める 二重下線部に改正

(10)　８．０２　(ｂ）【注１】を削除し、【注２】を【注】とする (10)　８．０２　(ｂ）【注１】を削除し、【注２】を【注】とする

(11)　８．０２　(ｃ）　末尾に文章を追加する (11)　８．０２　(ｃ）　末尾に次の文章を追加する

(12)　定義 ４４　（ｄ）　を改める (12)　定義 ４４　（ｄ）　を次のように改める 二重下線部に改正

(d)観衆の妨害―観衆が競技場内に入ったり、スタンドから乗り出したり、
または競技場内に物を投げ込んで、インプレイのボールを守備しようとして
いる野手の邪魔をした場合に起こる。

投球カウントの誤りの訂正は、投手が次の打者へ１球を投じるまで、また
は、イニングや試合の最終打者の場合には守備側チームのすべての内野手が
フェア地域を離れるまでに行わなければならない。

(d)観衆の妨害―観衆がスタンドから乗り出したり、または競技場に入っ
て、(1)インプレイのボールに触れた場合、(2)インプレイのボールを守備し
ようとしている野手に触れたり、邪魔をした場合に起こる。

打者または走者が、アウトになった後走り続けても、その行為だけでは、野
手を惑乱したり、邪魔したり、またはさえぎったものとはみなされない。

打者または走者が、アウトになった後、進塁を続けたり、帰塁したり、正規
の占有していた塁に戻ろうと試みたりしても、その行為だけでは、野手を惑
乱したり、邪魔したり、またはさえぎったものとはみなされない。

ダブルヘッダーの第２試合の際、第１試合終了後２０分以内に、競技場に現
れなかった場合。（後段省略）

ダブルヘッダーの第２試合の際、第１試合終了後３０分以内に、競技場に現
れなかった場合。（後段省略）
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